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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和３年６月１４日 １７時０５分ごろ 

発生場所 福山港箕島
みのしま

岸壁 

ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯）から真方位１３０°  

１,２８７ｍ付近 

（概位 北緯３４°２７.１′ 東経１３３°２５.１′） 

事故の概要 貨物船めいせん
．．．．

は、係留中、火災が発生し、積荷の一部に焼損を生

じた。 

事故調査の経過 令和３年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 めいせん、４９８トン 

１４０６７４、明港汽船株式会社 

７６.４１ｍ×１１.８０ｍ×７.２９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２０年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２４年３月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１月１１日 

免状有効期間満了日 令和４年３月２２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 積荷（スクラップ）の一部に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、令和３年６月１４日０６時３０

分ごろ福山港箕島岸壁（以下「本件岸壁」という。）に右舷着けし、

０７時１０分ごろ本件岸壁から荷役業者（以下「Ａ社」という。）に

よってスクラップの積み込み作業を開始した。 

 本船は、１７時００分ごろ、スクラップ約１,０００ｔ積み込む予

定の約６００ｔを積んだところで積荷役を一旦中断し、翌日朝から残

り約４００ｔを積むこととした。 

船長は、船橋で書類を書いていたところ、１７時０５分ごろ、船橋
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に昇橋した航海士から、船倉の左舷船尾付近から煙が出ている旨の報

告を受け、急いで船橋を出て船倉に向かった。 

船長は、船倉の左舷船尾方から白煙が出ているのを認め、乗組員に

消火部署の配置を発令し、また、船倉付近にいたＡ社作業員が携帯電

話で火災発生の通報を行い、通報を受けたＡ社担当者が、１７時２９

分ごろ事務所の電話で１１９番通報し、船長が船倉付近の甲板上にい

る航海士及び甲板長に対し、左舷上甲板の消火栓から消火ホースを用

いて船倉の白煙が出ている周辺に向けて放水による消火活動を行うよ

う指示した。 

本船は、来援した地元消防署等の消防車等による船倉への注水及び

泡消火作業を行った後、本件岸壁から重機クレーンのバケットを使い

船倉の白煙が出ている周辺のスクラップを本件岸壁に陸揚げするなど

して消火作業が続けられ、１９時１８分ごろ消防署が鎮火を確認し

た。（写真１参照） 

本船は、鎮火後、消防署によって現場調査が行われ、重機によって

陸揚げされたスクラップ内に‘溶解したリチュウムイオン電池’（以

下「本件蓄電池」という。）及び本件蓄電池周辺に機械油等の油分が

付着した金属等が発見され、本件蓄電池が絶縁劣化によって発熱し、

そこに機械油等が付着して発火し、付近の機械油等に引火して出火し

たことが判明し、スクラップ約３㎥を焼損した。 

本船は、１５日０６時３５分ごろ、本件岸壁でスクラップの積み込

み作業を再開し、１６時１５分ごろ、焼損したスクラップを残し、千

葉県千葉港第４区南袖ケ浦地区へ向け福山港を出港した。 

 

 

 

 

 

 船尾側船倉隔壁  

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真：消防署提供 

写真１ 船倉内スクラップの火災発生場所（本事故時撮影） 

 

スクラップ焼損箇所 

船首方 船尾側船倉隔壁 

 

左舷側 
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（付図１ 事故発生場所概略図、写真２ 本船、写真３ 本船船倉 

参照） 

 その他の事項 積荷のスクラップは、分別又は分離が困難なプラスチック、ゴム等

が付着している金属類、電化製品、蓄電池、電気配線等並びに油分が

付着したプラスチック等が混在する鉄スクラップで、Ｈ２と呼ばれる

混合金属スクラップ（以下「本件スクラップ」という。）であった。 

本船は、船体に長さ約４０.００ｍ、幅約９.５０ｍ、深さ約  

６.３５ｍの１個の船倉を装備し、本事故時、Ａ社が本件スクラップ

を本件岸壁から重機クレーンのバッカン（鋼製の箱）を使い、船倉の

船首側から船尾側に向かって積み込んでいた。 

本船は、乗組員及びＡ社作業員が、本件スクラップの積荷役中、火

災等が発生した場合等、すぐに消火活動等ができるよう、船倉付近の

甲板上で本件スクラップ周辺の見回りを行っていた。 

船長は、本事故時、煙を発見した際、早めに消火活動ができたこと

及びＡ社作業員がＡ社に通報してＡ社担当者が消防署に通報する等、

迅速に対応できたので、延焼を免れたと本事故後に思った。 

Ａ社は、日頃、契約に含まれていないものの、スクラップの中で目

に付く蓄電池等があれば分別していたが、本事故時、スクラップの量

が多く、目に付くような蓄電池等を認めていなかった。 

Ａ社は、産業廃棄物業者が搬入する大量の本件スクラップの中から

全てのリチュウムイオン電池等の蓄電池類を発見することが難しいの

で、産業廃棄物業者の段階で同電池等の蓄電池類を適正に処理してい

れば、同電池等の蓄電池類による火災が防げると本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

なし 

本船は、本件岸壁において、本件スクラップの積み込み作業中、船

倉の左舷船尾方に積み込まれた本件スクラップ内にある本件蓄電池が

絶縁劣化によって発熱し、そこに機械油等が付着して発火したことか

ら、付近の機械油等に引火して出火したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件岸壁において、本件スクラップの積み込み

作業中、船倉の左舷船尾方に積み込まれた本件スクラップ内にある本

件蓄電池が絶縁劣化によって発熱し、そこに機械油等が付着して発火

したため、付近の機械油等に引火して出火したことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・廃棄物処理業者等は、混合金属スクラップから、リチュウムイオ

ン電池等を可能な限り分別又は絶縁することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯） 

福山市 

× 
事故発生場所 

（令和３年６月１４日 

 １７時０５分ごろ発生） 
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写真２ 本船 

※岸壁から重機クレーンを使用してスクラップを積み込む本船（本事故後に撮影） 

写真３ 本船船倉 

※本船船橋前面から撮影（本事故後に撮影） バッカン 


